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   １-１ 一時滞在施設の役割 

 

    地震の発生等により、新大阪駅周辺に多数の屋外滞留者が発生し、公共交通機関の運行

再開が見込めない場合、これらの行き場のない屋外滞留者が一時的に滞在できる体制を

整えることによって、新大阪駅周辺の混乱を防止することがきわめて重要となります。 

    このため、災害時という特殊な状況下で共助の観点から、新大阪駅周辺の屋外滞留者を

自施設に一時的に受け入れる役割を担う『一時滞在施設』を可能な限り開設します。 

 

 

   １-２ 開設の基準と流れ 

 

 区災害対策本部から一時滞在施設の協力事業者（協定締結事

業者）に開設の依頼があります。 

ただし、緊急に対応する必要がある場合※、情報提供拠点と

連携しながら、協力事業者が自主的な判断で開設します。 

 

 一時滞在施設の開設・運営を担当される方（運営要員）は参

集し、運営体制や手順を確認します。 

 

 施設や受付場所、屋外滞留者を受け入る場所（受入区域）の

安全確認など受入の可否を判断します。 

 

 受入可能な場合は、受付場所の設置や屋外滞留者を受け入る

スペースの準備等を行い、一時滞在施設を開設します。 

 

 区災害対策本部へ開設及び受入可能人数（P4 参照）の報告

を行います。 

 

   ※区災害対策本部からの開設依頼がない状況下で、駅周辺エリア等で既に屋外滞留者が

集まり混乱の恐れがある（混乱が発生している）場合など 

 

  

１ はじめに 
 

Ｐ3参照 

Ｐ2参照 

Ｐ7参照 
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 受入判断 

  ○次の状況を確認の上、総合的な判断に基づき、屋外滞留者の受入を決定します。 

   ・施設の被害状況を確認 

   ・区災害対策本部からの開設依頼 

   ・施設周辺の屋外滞留者の滞留状況 

   ・一時滞在施設の運営要員（従業員等）や備蓄品の状況 

 

 ［受入対応開始の判断（例）］ 

   ①自施設の被害状況を確認します。 

   ②自施設の利用が可能であった場合でかつ、区災害対策本部からの開設依頼があった場合は、

一時滞在施設を開設します。 

   ③区災害対策本部からの開設依頼が無い場合で、周辺の状況から協力事業者が必要であると判

断した場合には、自らの判断で一時滞在施設を開設します。 
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   １-３ 一時滞在施設の運営体制 

 

    一時滞在施設の運営にあたっては、下記の留意点を意識しながら体制を整えます。 

 

＜運営体制の留意点＞ 

   ○一時滞在施設の運営を担う人員は、できる限りあらかじめ複数人（交替要員）を想定して

おき、個人負担の軽減に努めてください。 

   ○事業所（自施設）内での人員確保が困難な場合は、協議会会員の協力を得るなどし、運営

できる体制を整えてください。 

○また、受入人数によっては、相応の運営要員が必要となり、従業員等のみで運営すること

は困難です。災害時には、状況に応じて、滞在者（施設利用者）の中からボランティアを

募り、運営要員を現場で確保することも考えられます。 

  

  →「一時滞在施設利用案内」には、ボランティアの依頼に関する確認事項を明記し、予

め滞在者（施設利用者）に対して協力依頼の可能性があることを明示しておきます。 

  

  

  一時滞在施設の運営で想定される役割 

  

対応 主な役割 

滞在者への対応 

◆受付・誘導 

・施設入口での屋外滞留者の受付 

・屋外滞留者を受け入れる場所（受入区域）への誘導 

・滞在者（施設利用者）の入退所の管理 

◆情報の提供 

・災害情報や公共交通機関の運行状況などの情報の収集・整理 

・ホワイトボードや模造紙等を活用した施設利用者への情報提供 

◆物資の提供 

・（必要に応じた）備蓄物資の配付、数量の把握・記録 

◆施設滞在者対応 

・滞在者（施設利用者）からの質問・相談対応等        など 

施設の管理 

◆施設の安全確認 

・災害発生後に施設の安全確認 

・屋外滞留者を受け入れる場所（受入区域）の使用可否の確認 

・立入禁止区域等の明示 

◆衛生管理 

・施設内の給湯室やトイレなど水周りを中心として清掃 

・施設の室温や換気状況の管理 

◆保安 

・施設の見回り                       など 

※役割ごとの運営要員（担当者）を日頃から決めておくことも大切です。  

※感染症が発生している状況下においては、その対策へも配慮します。 
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   １-４ 受入場所の特定、受入人数の把握・設定 

 

    屋外滞留者を受け入れる際の場所を明確化し、受入場所の広さ（㎡）から想定される受入

人数を算出します。 

 

   ■受入場所の候補・広さ（面積） 

  受入場所 広さ（面積）㎡ 

1   

2   

3   

4   

5   

 （合計面積）㎡   

 

 

    受入人数：          ÷ Ａ（3.3／2）× Ｂ（0.8）＝       名 

 

                Ａ：目安として 3.3㎡あたり 2名の受入として算出 

                Ｂ：通路等で使用するスペースとして 2割を除外 

 

 

 

受入場所（受入区域）のレイアウト（例） 

   

 

 

 

 

  

滞在者用区域 

受付設置場所 

運営組織使用区域（備蓄倉庫有） 

受付後の一時待機場所 

※感染症が発生している状況下においては、１人あたり４㎡を目安とします。 

また、可能な限り、熱咳等症状者用の療養スペース等の確保に努めます。 
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 受入場所（受入区域）の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜受入場所（受入区域）の留意点＞ 

○受入場所の各フロアでは区域を示す貼紙を行い、商品・物品・重要書類等が置かれている

区域は「立入禁止」等の表示を行います。 

○また、ボランティア等協力者を含め、事前説明を行うとともに、施錠等処置を実施します。     

 

  

※自施設内での受入場所等（位置図）を適宜記載してください。 
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   ２-１ 受付に必要な基本資機材（例） 

 

    受付に必要な基本資機材は、下表のとおりです。 

 

資機材 数量 保管場所 

 机 
 

 

 椅子 
 

 

 拡声器 
 

 

 一時滞在施設利用案内 
 

 

 一時滞在施設利用同意書 
 

 

 施設滞在者名簿 
 

 

 （中途）退所届 
 

 

 筆記用具 
 

 

 ビブス 
 

 

 ＩＰ無線機 
 

 

 デジタル端末 
 

 

 手指消毒液（※） 
 

 

 非接触型体温計（※） 
 

 

       ※感染症が発生している場合 

 

 

  

２ 一時滞在施設での受付 
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   ２-２ 受付の設置 

 

    受付の設置は、想定する受入人数に応じて、机や椅子等のレイアウトと屋外滞留者の動線

を検討します。屋外滞留者による施設利用案内の同意書への記入を行いますので、混雑が生

じないよう、下記の例を参考に設置します。 

 

受付レイアウト例① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付レイアウト例② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

正
面
入
口 

受付後の一時的な 

待機場所 

受付前の待機場所 

（整列） 

※待機時に「一時滞在施設利用同意書」を

配布 

受付机 

受付机 

受付机 

記入机 記入机 記入机 

記入机 記入机 記入机 

正面入口 

柱 

受付設置場所 

受付机 

受付机 

滞在者対応担当 

滞在者対応担当 

屋外滞留者 
 

屋外滞留者の流れ 

受付のイメージ 
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   ２-３ 受付の流れ 

 

 運営要員はビブスを着用し、受付にあたっての役割分担や留

意点等を確認しあいます。 

 

  受付に必要な資機材を確認し、所定の位置に準備・配置しま

す。建物の入口付近に、一時滞在施設の利用案内（別紙 1、

P23参照）を明示します。 

 

 区災害対策本部へ開設の報告を行い、受入（受付）を開始し

ます。 

 

 情報提供拠点から移動してきた屋外滞留者に一時滞在施設

利用案内（別紙 2、P24 参照）と一時滞在施設利用同意書

（別紙３、P25参照））を配布し、拡声器等を活用して施設

利用時の留意事項を大きな声で繰り返し説明します。 

 

 一時滞在施設利用同意書への記入後、滞在者（施設利用者）

を受け入れる場所（受入区域）へ誘導します。 

 

 回収した同意書を集約し、受入人数等を区災害対策本部へ報

告します。 

         ※受入可能人数に達した場合は、区災害対策本部へ報告します。 

 

 

＜受付（受入）の留意点＞ 

   ○屋外滞留者の受付にあたって、運営要員（担当者）は、事前に各帳票の趣旨、入退管理の

必要性、入手する個人情報の目的と扱い、留意事項を把握するとともに、屋外滞留者に一

時滞在施設利用案内や同意書の趣旨を十分に説明します。 

   ○その際、（混乱を防止することを目的に）なるべく各人が帰宅行動を控え、帰宅できる状況

になるまでは本施設に留まるよう強調します。 

   ○同意書への記入をした後に、入場可能になる旨を説明し、なし崩し的ななだれ込みの発生

を回避し、混乱の防止に努めます。 

   ○同意書を回収する際には、運営要員（担当者）は「入所日時」を記載し、あわせてボラン

ティア協力意向の有無や保有スキル等の確認を行います。 

 

 

随
時
対
応 
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予想以上の屋外滞留者が集まってしまった場合の対応 

   ○一時滞在施設の協力事業者は、予め受入可能な許容人数を把握しておくとともに、受付で

受入人数を正確にカウントしておくことが重要です。 

○屋外滞留者の受入人数は、各一時滞在施設からの開設報告に基づき、区災害対策本部が情

報提供拠点と連携してコントロールしますが、予想以上に多くの屋外滞留者がやってくる

可能性もあります。 

   ○受入予定人数に達した場合には、これ以上の施設受入ができないことを明確に表明し（別

紙 4、P26参照）、お断りすることとなります。（協力事業者は、従業員等ならびに滞在者

（施設利用者）の安全を守る観点から受入を断ることが可能です。） 

   ○施設受入ができなかった屋外滞留者には、情報提供拠点へ戻ってもらうよう案内します。 
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   ３-１ 情報の入手と提供 

 

 

 

区災害対策本部との連携 

 

    区災害対策本部との情報連携は、デジタルツールまたはＩＰ無線機を用いて行います。 

 

 

■オンラインツール（LINE WORKS）の使用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 一時滞在施設での対応 
 

情報の入手方法 

ログイン画面 
ID の入力 

❶ 

❷ クリック 
パスワードの入力 

❸ 

❹ 

「キャンセル」をクリック ❺ ❻ 「後で登録する」をクリック 

https://auth.worksmobile.com/login/login?
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■IP無線機の使用方法 
 

ＩＰ無線機のチャンネル 相手先 

 チャンネル 1 区災害対策本部 

 チャンネル 2  

 チャンネル３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜IP無線機での通話の留意点＞ 

   ○発信元（自分）と通話先（相手）を告げ、混乱を防ぎます。 

     例）「こちらは○○です。▲▲、どうぞ。」 

   ○伝える内容は、二度繰り返し、伝達ミスを防ぎます。 

○通話の最後は「どうぞ」で終わります。 

 

 ※通話で聞き取った内容は、メモ等（P27参照）を残し、屋外滞留者への情報提供に間違いがない

よう心掛けてください。     

 

【電源、ボリューム】 

 ○つまみを回すと電

源が入ります。 

 ○つまみでボリュー

ムを調整します。 

【通話ボタン】 

 ○会話を行う時は、 

  ボタンを押し続け

ます。 

 【チャンネル選択ボタン】 

 ○登録されているチャン

ネルを選択します。 
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その他情報の入手方法 

 

    テレビ、ラジオ、インターネット等が使用できる場合は、積極的に情報収集を行います。 

 

◆情報収集先一覧（例） 

おおさか防災ネット（大阪市） http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（下記参照） 

 

警戒レベル４ 
（全員避難） 

警戒レベル３ 
(高齢者等避難) 

Osaka Metro 
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○入手した情報は、ホワイトボードに直接記入するか、あ

らかじめ準備している記入用紙（周辺地図）等に記入し、

壁面に掲示するなどし、情報提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

○ホワイトボードでの新たな情報提供（更新）と合わせて、

拡声器等でアナウンスします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    主な情報提供の内容は、下表のとおりです。 

 

情報の種別 情報の内容 入手方法 

 災害情報 脅威の種別、災害の規模 
・区災害対策本部から

の連絡 

・テレビ、ラジオ、イン

ターネットによる独

自入手（Ｐ12参照） 

 公共交通機関の状況 公共交通機関の運行状況、復旧見込み 

 周辺の道路状況 道路情報、渋滞状況 

 安否確認方法 
災害用伝言ダイヤル（171）等の操作
方法 

・事前準備 

 関係機関の連絡先 各種関係機関の情報・連絡先 

 自身での情報入手先 各種情報提供元のQRコード 

  

情報の提供方法（例） 

ホワイトボード等の活用 

拡声器等によるアナウンス 

提供する情報の内容 

 

・ホワイトボードは、できるだけ複数台設置します。 

・記入する際は、見やすく大きな字を心がけます。 

 

 

 

 

ポイント 

 

・アナウンスする際は、はじめに「情報をお伝えしま

す。」と言ってから内容を伝達します。 

・ゆっくりと聞き取りやすいスピードで、繰り返しア

ナウンスします。 

 

 

 

 

ポイント 



14 

 

 

   ３-２ 物資等の提供 

 

 

 

    滞在者（施設利用者）には、可能な範囲でトイレ、水（水道水）などを提供します。その

他備蓄物資等を提供する際には、施設の備蓄状況等に応じて適宜判断してください。 

 

＜物資提供等の留意点＞ 

   ○発災後も施設周辺の店舗が営業しており、滞在者（施設利用者）が食料等を自ら調達でき

る場合は、滞在者（施設利用者）が必要な物資を自ら調達することを原則とします。 

   ○滞在者（施設利用者）が施設周辺で必要な物資を調達することが困難な場合、運営要員は

備蓄状況や一時滞在施設の開設期間（見通し）に基づき、提供数を検討してください。 

   ○物資の配付に際しては、運搬時からボランティアを活用するなど滞在者（施設利用者）に

もなるべく協力してもらい、作業負担の軽減に努めてください。 

○物資が公平に行き渡るよう配慮するとともに、「袋詰めにしておく」「並べておく」など、

混乱の少ない配布方法を採用してください。 

○払い出した物資は適宜、在庫数を把握し、数量を管理してください。 

 

 

 

 

    ごみは滞在者（施設利用者）が持ち帰ることを原則としますが、滞在日数等によっては、

以下の対応も必要となります。 

 

＜ごみ対応の留意点＞ 

   ○滞在日数が数日にまたがる場合、衛生環境等に配慮し、受入場所（受入区域）の外にごみ

箱を設置し、各自で廃棄するよう周知することも考えられます。 

   ○ごみ箱の設置場所は、入口付近及びトイレ付近に設置し、定期的にアナウンスを実施する

とともに、ホワイトボード等を活用して周知します。 

 

  

  

物資等提供の考え方 

ごみ対応の考え方 
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   ３-３ その他対応における留意点 

 

 

 

   ○安全に帰宅できる状況になるまで、基本的には一時滞在施設で滞在してもらうよう促しま

すが、途中退所を希望する滞在者（施設利用者）に関しては、滞在を強制しないことを原

則とします。 

   ○滞在者（施設利用者）が退所を希望する際には、「退所届」（※別紙 2）に退所の理由・目

的地・退所時間を記載してもらった上、書類を回収し、「施設利用者名簿」に記録しておき

ます。 

    （退所届を自ら記入させる理由） 

     ⇒滞在者（施設利用者）が自らの意志で退所したことを裏付ける証明書類として確保し、

協力事業者のリスクを回避するとともに、退所後、仮に行方不明になった際の証跡と

して記録を残しておくため 

 

 

 

 

   ○事前に立入禁止の表示を行うなど、施設内・事務所内にある商品・物品や重要情報を適切

に管理する体制の整備を行います。 

   ○定期的にパトロールを実施するなど、屋外滞留者を受け入れた際のトラブル防止（盗難等）

の体制の整備をあわせて行います。 

   ○従業員と滞在者（施設利用者）との共用スペースが発生する場合は、従業員等との差異を

明確化させるため、受付時に滞在者（施設利用者）へストラップやバッジ等を提供し、施

設内での着用を依頼することも考えられます。 

 

 

 

 

   ○トイレの場所や使用方法については、掲示物や施設使用ルールに明記の上、滞在者（施設

使用者）にアナウンスします。 

   ○断水で施設内トイレが使えない場合は、使い捨て携帯トイレ等の使用を検討します。 

   ○使用済み携帯トイレの廃棄については、トイレ内に専用の集積場所を設けるとともに、施

設内全ての使用済み携帯トイレを集積する場所を設けておきます。 

   ○回収場所、回収時期等については、区災害対策本部に連絡して確認します。 

  

途中退所者への対応 

し尿処理 

警備体制の構築 
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   ○滞在者（施設利用者）から挙げられる「暑い」「寒い」「汚い」等の声への運営要員の対応

のばらつきが、トラブルに発展する可能性もあるため、運営要員は予め 

「当該施設が共助による支援で運営されていること（の理解を周囲に得る）」 

「トラブルになる前に早めの対応を行うといった姿勢で臨むこと」 

を確認しあいます。 

 

 

 

 

   ○飲酒、口論、盗難、奪い合い等のトラブルは起きないよう、 

「受入時の事前説明を十分行う」 

「相談窓口を設置して事前に問題や要請を吸い上げる」 

「定期的な見回りを行う」 

などの対応でトラブルを未然に防ぐことが重要です。 

   ○仮に、こうしたトラブルが発生した場合には、施設からの退去をお願いすることになりま

すが、それでもトラブルが収束しない場合は、警察に連絡するものとします。 

 

  

各種要望への対応 

トラブル発生時の対応 
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   ４-１ 帰宅に関する情報提供 

 

    一時滞在施設では、随時、ホワイトボード等を活用して、公共交通機関の運行再開情報、

道路の被害状況、帰宅ルート上のリスク情報などを提供し、滞在者（施設利用者）が帰宅す

る時期を自ら判断できるよう支援します。 

 

＜帰宅支援の留意点＞ 

   ○帰宅の判断は、滞在者（施設利用者）が自らの判断で行うものとし、原則、公的機関（区

災害対策本部等）から帰宅可能判断の情報提供があるまで、一時滞在施設では帰宅を促す

情報は発信しません。 

   ○なるべく帰宅支援対象道路（徒歩帰宅ルート）を活用した方面別集団帰宅や時差帰宅を推奨し、

必要に応じて方面別集団帰宅を支援し、方面別のリスク情報、渋滞や混雑状況等を収集・提供

するようにします。 

   ○災害から一定時間の経過後、各地で帰宅に際して水、トイレ、地図案内等の支援を受けられる

「災害時帰宅支援ステーション」が支援します。区災害対策本部からこうした施設の開設状況

等に係る情報を入手し、滞在者（施設利用者）に提供するよう心がけます。 

 

 

   ４-２ 一時滞在施設の閉設 

 

 滞在者（施設利用者）が少数となった段階で閉設を検討しま

す。 

 

 滞在者（施設利用者）全員の帰宅（退所）を確認後、資機材

等を撤収します。 

 

 
区災害対策本部へ閉設の報告を行います。 

 

  

４ 帰宅支援 
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   運営要員の確保 

    一時滞在施設の開設・運営を担う運営要員（担当者）は日頃から決めておき、いざという

時、速やかに体制が整えられるよう確認しておきます。特に、人事異動の多い年度の変わり

目などに、毎年度確認しましょう。 

 

 

   受付場所や受入場所（受入区域）、資機材の保管場所の共有 

    受付の設置場所や屋外滞留者の受入場所（受入区域）、準備している資機材の保管場所は、

本マニュアル等に明記しておきます。あわせて、定期的に運営要員（担当者）間で情報共有

しておくことが重要です。 

 

 

   継続した実動訓練 

    災害想定や参加規模などシチュエ―ションを変えながら、一時滞在施設の開設・運営に関

する訓練を年 1回以上定期的に実施し、役割や手順などを確認しましょう。 

 

 

   協議会会員等との連携 

一時滞在施設の開設・運営は、協力事業者が中心となりますが、あらかじめ決めていた運

営要員の確保が困難になるなど、予期せぬ事象が起こることも予想されます。不測の事態に

備えるため、周辺の協議会会員等と連携・協力できるよう、日頃から連絡先を確認しておき

ましょう。 

 

  

５ 平常時からの取組み 
 



19 
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                     参考資料 

 

 

○一時滞在施設の行動確認シート 

○新大阪駅周辺地区の帰宅困難者対策の概要 

［基本的な流れ］ 

○別紙 1 一時滞在施設利用案内（掲示用） 

○別紙 2 一時滞在施設利用案内（配布用） 

○別紙 3 一時滞在施設利用同意書 

○別紙 4 受入状況に関する案内例 

○情報聞き取りメモ 
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事前 □ 屋外滞留者を受け入れる場所を決めておきます。→（Ｐ４、Ｐ５参照） 

□ 必要な資機材の保管場所を決めておきます。→（Ｐ６参照） 

□ 役割分担を決めておきます。→（Ｐ３参照） 

 
 

    

直後 

 

 

 

 

□ 自身の身の安全確保 

□ 従業員、施設利用者の安全確保 

□ 一斉帰宅の抑制の呼びかけ 

□ 施設の安全確認 

 

□ 区災害対策本部からの一時滞在施設の開設依頼により、担当者は参集し、運営体制を

確認します。 

※緊急な対応が必要な場合、自主的な判断で開設する場合もあります。 

□ 資機材を準備し、受付や受入場所（受入区域）を設置します。 

□ 区災害対策本部へ開設を報告します。 

□ 屋外滞留者の受け入れにあたって受付を行い、滞在の注意事項を伝えます。 

□ 受入場所（受入区域）へ誘導し、物資の提供等に対応します。 

〈提供する物資〉 

         ・飲料水 

         ・食料 など 

□ 区災害対策本部へ屋外滞留者の受入状況を報告します。 

□ 区災害対策本部から入手した情報を記入し、掲示板に掲出します。 

   ※情報が変わっていなくても、定期的に情報提供します。 

        〈提供する情報〉→（Ｐ12、Ｐ13参照） 

         ・災害情報 

         ・交通機関の状況 

・道路の状況 など 

   

□ 区災害対策本部から公共交通機関の運行再開の情報を受けて、滞在者（施設利用者）

へ帰宅の案内をします。    

６時間 

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24時間

～ 

72時間) 

 

  

一時滞在施設の行動確認シート 

事 前 

災害時 
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別紙１ 

 

 

 

 

 

 

  

一
時
滞
在
施
設

 

施  設  

施  設  
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別紙２ 

 

 

 

  

一時滞在施設 

一時滞在施設 

【一時滞在施設 物資受取表】 
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一時滞在施設 

別紙３ 
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別紙４ 

受入状況の案内例 

 

 

 

 

 

 

  

施
設
（
施
設
名
） 
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情報聞き取りメモ 

 

受信日時   月  日（  ）       時   分 受信者名 
 

 

発信元 
 

発信者名 
 

 

情報分類 

 □公共交通機関の状況［電車・バス］  □道路状況［道路・橋梁］ 

 □被災状況［火災・建物倒壊］     □情報提供拠点・一時滞在施設の状況 

□ライフライン［電気・ガス・水道・電話・インターネット］ 

□その他 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前 

午後 


